
　職員が休日勤務を命じられた場合には、
できるだけ早い時期に振替日を設定するこ
とが望まれるが、繁忙期が長期間に及ぶ場
合や年度末に休日勤務を命じられた場合等
には、後8週間以内に振替日を取得できな
い場合がある。 
　振替日の取得可能期間を前後4月内に拡
大することにより、休日勤務及び総勤務時
間の増加を抑制し、職員の健康維持に資す
るものとする。 

【幹事：嶋田】
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　一見、幅が広がって良さそうに見える
が、結局取得できないのではないか、人員
の確保はできるのか等、疑問が残るもので
あった。また、変形労働制へとなりかねな
い案件でもあり、愛教労としては、反対意
見を出しました。


